
船橋市 建設局
都市計画部 都市計画課

令和５年２月６日

飯山満地区都市計画変更について

・用途地域の変更（付議）
・高度地区の変更（付議）
・地区計画の変更（付議）



飯山満地区土地区画整理事業施行区域
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飯山満地区土地区画整理事業の概要

施行面積：約18.5ha

施行地区の区域：
船橋市飯山満町二丁目、飯山満町三丁目、
芝山一丁目及び芝山三丁目の各一部

事業施行期間：
自 平成 4年1月13日
至 令和13年3月31日



土地区画整理事業の経緯

（１）土地区画整理事業の都市計画決定告示（ 平成2年12月7日）

（２）土地区画整理事業の事業計画認可公告 （平成4年1月13日）

（３）東葉高速鉄道開業、飯山満駅開設 （平成8年4月27日）

（４）用途地域・高度地区の変更、地区計画の決定告示
（約16.1ha） （平成20年11月18日）

（５）事業見直し作業の開始 （平成23年4月）

（６）土地区画整理事業の事業計画変更認可公告
（約21.4ha⇒約18.5ha） （平成2７年９月10日）

（７）用途地域・高度地区・地区計画・土地区画整理事業の変更告示
（平成27年12月18日）
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（１） 事業計画変更第１回変更 （平成６年度）
道路線形の変更

（２） 事業計画変更第２回変更 （平成１１年度）
飯山満川が２級河川に変更
施行期間延伸

（３） 事業計画変更第３回変更 （平成２２年度）
地域地区の変更

（４） 事業計画変更第４回変更 （平成２５年度）
施行期間延伸

（５） 事業計画変更第５回変更 （平成２７年度）
事業面積、道路線形の変更
施行期間延伸

（６） 事業計画変更第６回変更 （平成３０年度）
道路線形の変更

（７） 事業計画変更第７回変更 （令和２年度）
道路線形の変更

事業計画変更の経緯
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都市計画変更対象区域

7



都市計画変更の内容（用途地域・高度地区・地区計画）
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用途地域 高度地区
地区計画
（地区区分）

A1
第一種低層住居専

用地域
（絶対高さ１０ｍ）

なし 低層住宅地区Ａ

A2
第一種中高層住居

専用地域
第一種高度地区
（最高高さ２０m）

一般住宅地区

用途地域 高度地区
地区計画
（地区区分）

A1
第一種中高層住居

専用地域
第一種高度地区
（最高高さ２０m）

一般住宅地区

A2
第一種低層住居専

用地域
（絶対高さ１０ｍ）

なし 低層住宅地区Ａ

現在

都市計画変更後

１９街区

２号緑地

A1＝25.20㎡

A2＝29.61㎡



新旧対照図（用途地域・高度地区）
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第一種低層
住居専用地域

第一種中高層
住居専用地域

第一種低層
住居専用地域

第一種中高層
住居専用地域

変更後 現在



新旧対照図（地区計画）
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一般住宅地区

低層住宅地区Ａ

一般住宅地区

低層住宅地区Ａ

変更後 現在



都市計画変更の考え方
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都市計画運用指針（都市計画制度を運用する原則的な考え方）～抜粋～

Ｄ．地域地区（法第８条関連）
１．用途地域

（１）用途地域に関する都市計画の基本的な考え方
5) 用途地域は、都市施設及び市街地開発事業の都市計画と十分に調整が図られたう
えで、適正かつ合理的な土地利用の実現に資するよう定めることが望ましい。（P.81）

（３）用途地域の区域等の設定に関する基本的考え方
2) また、用途地域の区域等の境界は、原則として、道路、鉄道その他の施設、河川、
海岸、がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定め
ることが望ましい。（P.83）

都市計画運用指針に則り、都市計画の用途地域などの区域境を、第７回
事業計画変更後の２号緑地と１９街区の境に変更し、土地区画整理事業の
事業計画と都市計画の整合を図るとともに、不明確な都市計画の区域境を
解消し、使用収益開始後の土地利用に影響が出ないようにする

都市計画変更の方針



都市計画変更手続きについて
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年月日（予定） 内容 結果 根拠法令

令和４年５月１０
日

都市計画変更について、地権者全員に対
して資料郵送

船橋市地区計画等の案の作成手
続に関する条例施行規則第２条

令和４年５月２３
日～６月６日

ホームページ上で変更内容について周知
し、質問等募集

質問等なし 同上

令和４年７月８日
千葉県県土整備部都市整備局長より、事
前協議について異存ない旨の回答

市町村が定める都市計画に係る
県と市町村が行う協議に関する
要綱第３条

令和４年７月１５
日～８月１日

都市計画の案の概要と原案について広報
ふなばしとホームページで周知し、縦覧

縦覧者０名
公述申出書及び意見書提出なし

都市計画法第16条船橋市地区
計画等の案の作成手続に関する
条例第2条及び第３条

令和４年８月２１
日

都市計画の案の概要についての公聴会 公述申出がなかったため中止 都市計画法第16条

令和４年９月１日
～９月１５日

都市計画の案について広報ふなばしと
ホームページとtwitterで周知し、縦覧

縦覧者１名 都市計画法第17条

令和５年２月６日船橋市都市計画審議会へ付議 都市計画法第19条

令和５年２月～
３月（予定）

千葉県知事と法定協議・都市計画変更・
告示

都市計画法第19条及び第20条

令和５年度中（予
定）

１９街区について、使用収益開始 土地区画整理法第103条

※都市計画法第21条第2項の規定に基づく都市計画変更についての準用を含みます


